
令和８年度事業計画 

１ はじめに 

我が国は、急速に少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少により、企業における人手

不足は深刻さを増している。 

国は、元気で働く意欲のある高齢者を労働力として位置づけ、定年退職後等の臨時的・

短期的又は軽易な就業を希望する高齢者に対して、シルバー人材センター事業（以下「シ

ルバー事業」という。）の活用を推進しており、本事業の果たす役割の重要性と地域社会

の期待は一層大きなものとなっている。 

一方で、国や地方公共団体では、定年が延長される等、社会の労働力の構成が変わり

つつあり、シルバー人材センターの会員の確保がより一層、難しくなっている。 

一方で、国の補助金は、会員数、就業実人員、受注件数及び就業延人員が伸びないと

減額される算出方法となっており、より一層会員の増や就業機会の拡大に取り組んでい

く必要がある。 

令和８年度は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に対応するため、

厚生労働省から示された「シルバー人材センターにおける契約方法の見直しに関する基

本方針」に基づき、請負・委任の形態で仕事を受ける場合の契約方法を見直すことにす

る。 

これまでの契約方法に加え、センターと発注者、会員との三者間の包括的契約方式（以

下「新契約方式」という。）を採用する。 

この新契約方式は、発注者と会員の間に直接的な契約関係を生じさせる契約であり、

令和８年４月 1 日から、この新契約式を一般家庭と公共団体との契約に適用し、企業や

団体については、順次拡大していく。 

同日以降に受注した新契約方式の請負・委任業務では、総合情報処理システムの Smile 

to Smile の就業条件の明示方法が「会員業務仕様書」に変わり、「配分金」という表示が

「会員業務委託料」に変わるが、会員の就業方法等については、何も変わることはない。 

  令和７年４月１日に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の一部

改正が施行され、すべての役員が改選される日の翌日から、理事及び監事は、それぞれ

１人以上、法人外部の人材にしなければならなくなった。 

そのため、役員の改選時である令和８年の定時総会において、会員による役員の選任

に併せて、外部理事及び外部監事を選任する。 

インボイス制度は、免税事業者等からの課税仕入れにおいて、仕入税額相当額の一定

割合を仕入税額とみなして控除することができる経過措置が設けられている。 

令和７年度は、仕入れ税額相当額の８０％が控除されていたが、控除率８０％は、令

和８年９月末日までとなっており、令和８年１０月からは控除率が引き下げられるため、

事務費率を見直し、必要な資金を確保することとした。 

また、令和８年度も鳥取県の最低賃金（以下「最低賃金」という。」が大幅に引上げら

れることが予測されるところから、労働者派遣事業（以下「シルバー派遣事業」という。）

の職種別の賃金が最低賃金を下回ったときは、速やかに改善するとともに、請負・委任

業務の配分金及び会員業務委託料（以下「配分金等」という。）が最低賃金を下回らない

ように、また、業種間の配分金等の額のバランスを崩さないようにするため、配分金等

の額を見直し、受注見積基準表を改正する。 



昨年度の傷害・労災事故は、転倒による事故が３件、切創による事故が２件あり、作

業場所の養生や作業環境の整備を徹底する必要がある。 

令和８年度は、「傷害・賠償事故ゼロ」を目標に掲げ、その実現に向けて取り組んでい

く。 

本センターは、関係法令を遵守し、公益性の高い事業展開と財政の健全性を保ちなが

ら、地域社会から信頼される公益社団法人として、「自主・自立、共働・共助」の基本理

念のもと、高齢者の知識・経験を活かすことのできる就業機会の確保に努めるとともに、

ボランティア活動等の地域社会参加活動を積極的に推進し、活力ある地域社会づくりに

貢献するため、令和４年度から５年間の本センターの活動指針として策定した「第５次

中期事業基本計画」に掲げる目標を達成することができるように会員及び役職員が一体

となって取り組んでいく。 

なお、令和８年度は、本センターの活動指針として策定した「第５次中期事業基本計

画」の最終年度であり、これまでの５年間の成果を検証して「第６次中期事業基本計画」

を作成し、令和９年度から５年間の本センターの目指すべき目標値を設定する。 

   【第５次中期事業基本計画目標数値】 

区   分 令和８年度 

会 員 数 （人） 714  

就 業 率 （％） 91.8  

受
託
事
業 

受注件数  （件) 5,480  

契約高  （千円） 253,200  

就業延人員（人日） 56,200  

派
遣
事
業 

受注件数  （件) 89  

契約高  （千円） 57,500  

就業延人員（人日） 9,690  

 

２ 基本方針  

① 高齢者に適した就業機会の確保及び提供を行う。 

② 高齢者の就業に必要な知識及び技能を付与するための講習を行う。 

③ 高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行う。 

④ 高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用

を図るために必要な事業を行う。 

⑤ 組織の活性化と運営体制・財政基盤の強化を図る。 

 

３ 事業実施計画 

(1）就業機会提供事業 

① 雇用によらない就業機会の提供 

高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくり

に寄与するため、高齢者にふさわしい地域に密着した仕事を一般家庭、民間企業及

び公共団体等から有償で引き受け、能力、希望等に応じて請負又は委任という形式

で就業機会の提供に努める。 



② 雇用による就業機会の提供 

ア 職業紹介事業  

雇用による臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務に係る求人を受け

付け、これらの仕事を希望する高齢者に職業紹介による就業機会の提供を行う。 

イ 労働者派遣事業の受託業務 

鳥取県シルバー人材センター連合会との委任契約によるシルバー派遣事業を行

い、事業所との連絡調整及び派遣就業を希望する会員へ就業機会の提供を行う。 

また、契約締結にあたっては、労働者派遣法に則り、派遣で就業する会員の公平 

な待遇が確保されるよう、適切な対応を行うこととする。 

(2) 研修・技能講習事業 

シルバー事業の基本理念及び仕組み等に対する理解を深めるための研修会及び就

業に必要な技能や知識を習得するための講習会を開催し、技能の向上を図る。 

(3) 安全・適正就業推進事業 

高齢者の就業に当たっては、安全就業を基本とし、事故防止対策には組織をあげて

取り組む必要がある。 

今期の安全適正就業標語「今一度 安全確認 声かけて」を統一スローガンに、会員

連絡網を活用し、安全就業対策の徹底及び就業形態の適正化を図る。 

(4) 普及啓発事業 

地域社会にシルバー事業を広くＰＲすることにより、就業等を通して社会参加を希

望する高齢者に対する入会の促進を図るとともに、地域社会にシルバー事業が正しく

理解されるよう普及啓発活動を積極的に行う。 

(5) 就業分野の開拓・拡大事業 

一般家庭、民間企業及び公共団体等に高齢者の就業について、社会的意義の理解を

求めるとともに、高齢者の希望に応じた多様な就業分野の開拓に努める。 

また、地域班及び職群班組織を活用し、就業開拓に取り組む等、会員の運営参画に

よる就業機会の拡大に努める。 

(6) 福祉家事援助・子育て支援事業の推進 

高齢者が長年培ってきた豊かな経験と知識を活用し、公共団体と連携した地域密着

型の事業を展開し、地域社会に貢献する。 

また、地域社会の要望を踏まえながら、女性の活躍を推進するための就業分野の拡

大に努める。 

(7) 社会参加活動推進事業 

地域班組織が中心となりボランティア活動を行う等、就業することに加え社会奉仕

活動に積極的に取り組み、地域社会に貢献する重要性について個々の会員の意識の啓

発に努め、高齢者の社会参加の推進を図る。 

(8) 調査研究事業 

事業実績等各種データの集計及び分析を行うとともに、発注者に対するサービス内

容の改善及び新たな就業機会の開拓のための調査研究を行う。 

(9) 相談、情報提供事業 

入会を希望する高齢者のため、毎月２回入会説明会を開催するとともに、入会説明

会の開催時までに相当な期間がある場合は、入会説明会で使用している説明用のパワ



ーポイントに説明音声を録音した電磁的記録を視聴した者は、入会説明会に出席した

者とみなすこととし、会員拡大を図る。 

併せて、就業に関する相談及び定年後の就業や社会参加を希望する高齢者のための

情報提供を行う。 

また、用瀬取次所を活用して地域住民へのサービスの向上に努める。 

(10) 組織の活性化と運営体制・財政基盤の強化 

① 理事会、専門部会及び各委員会等 

公益社団法人としてシルバー事業の適正かつ円滑な運営を図るため、理事会をは

じめ専門部会及び各委員会等の活発な活動と機能充実に努める。 

② 地域班・職群班活動 

会員相互の連帯意識の高揚、就業面での協調性及び就業ルールの徹底を図るため

に、地域班及び職群班活動が活性化するよう会員意識の高揚と班会議への出席率の

向上を促す。 

③ 事務局体制の強化 

   事務局は、高齢者の就業意向や発注者からの仕事の依頼等、重要な情報が集まる

場である。 

発注者や高齢者の期待に応えるため、職員が自らの使命と役割を再認識し、課題

の解決に取り組むとともに、各種研修会に積極的に参加して効率的な事務処理能力

の向上に努める。 

④ 安定した財政運営の推進 

センター運営費は、鳥取市と国からの補助金及び自主財源であり、積極的な就業

開拓と会員拡大に取り組み、財政基盤の強化に努める。 

また、公益社団法人として適正な事業支出に努める。 


